
　燃料費及び農業資材費高騰の影響緩和のため、以下の支援を実施します。
なお、申請は、令和５年１月31日㈫までに鏡野町産業観光課へお願いします。

お問い合せ先

令和５年度　児童福祉週間標語募集令和５年度　児童福祉週間標語募集

（公財）児童育成協会標語募集係
　電話（０３）５３５７‒１１７４　FAX（０３）５３５７‒１８０９
  https://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/hyougo

お問い合せ先 鏡野町産業観光課　担当：山口
電話（0868）54‒2987　FAX（0868）54‒3662

詳細については、（公財）児童育成協会のホームページをご参照いただくか、下記までお問い合せください。

～みんなの夢や希望を込めた児童福祉週間の標語を考えよう～

令和４年度「児童福祉週間」
の最優秀作品になった標語

み みらい ゆめ

見つけたよ　広がる未来と　つかむ夢
募集期間

募集内容

水稲農家向け

応募資格

　令和５年度の児童福祉週間に向けて、その象徴となる標語を募集します。最優秀賞作品に
選ばれた標語は、児童福祉週間のポスターやイベントで使われます。

夢と希望をもって幸せに育つ子どもたちを応援する標語や未来に向けての
子どもたちからのメッセージとなる標語を募集します。
どなたでも応募できます。
９月30日㈮まで　※郵送の場合、当日消印有効とします。

燃料費、農業資材費の高騰に関する
支援策のお知らせ

　　○交 付 金 額…交付対象面積（※１）×交付単価3,000円／10a
　　　　　　　　　　  ※１ 水稲作付面積から自家消費分（保有米）等として一律10 aを控除した面積とします。
　　○申請の流れ…対象の方には、９月中に申請書類を郵送します。申請書と振込口座の通帳写し（通帳の
　　　　　　　　　 表紙及び通帳を開いた１、２ページ目の写し）を返信用封筒で返送してください。

　対象者…令和４年度営農計画書提出者で、水稲作付面積（主食用米、飼料用米、加工用米、WCS用稲）
　　　　　10a超の農家。

　対象者…町内に加温ハウスを有する施設園芸農家のうち、次のいずれかに該当する方。
　　　　　認定農業者、認定新規就農者、または10 a以上の加温ハウスを有する方。

施設園芸農家向け

支援金

支援金

○交 付 金 額…町内の加温ハウスで使用するために購入したＡ重油等（※２）１ℓあたり15円。ただし、
交付金の上限額は200万円とします。※２ 令和３年９月～令和４年６月に購入したものに限ります。

○申請の流れ…申請書、振込口座の通帳写しと、交付対象となるＡ重油等の購入量が確認できる書類を
ご提出ください。

省エネ資機材の導入補助
○補助金額…補助率２／３、補助上限額150万円
○対 象 経 費…町内の加温ハウスに設置する、省エネとなる資機材の導入、更新に係る費用とします。
○申請の流れ…着工前に見積書等の必要書類を添えて、申請書をご提出ください。

下水道の使用にあたってのお願い

みんなで下水道を大切に使いましょう

お問い合せ先 鏡野町上下水道課　担当：矢内　電話（0868）54‒0001

下水道についてのお問い合せは 鏡野町上下水道課　担当：矢内　電話（0868）54‒0001

　下水道管に異物が詰まりポンプ施設が故障する事例が多数発生しています。紙おむつやおしりふき
などの水に溶けないものは、詰まり・故障の原因になりますので流さないようご協力をお願いします。

　異物が流れ続けポンプ施設が故障すると適切な汚水処理ができなくなります。また、日頃からご自宅
の排水を受けるマスをご確認ください。マスが割れていると、下水道に雨水が入り、豪雨の際に
マンホールが溢れてしまいます。下水道には雨水が絶対に入らないようにしてください。

　鏡野町では、住みよく快適な暮らし、河川や水路など水環境の向上を実現するため下水道の整備
を進めています。下水道施設は、各家庭や事業所の接続により初めて効果を発揮します。接続には
自己負担金が必要ですが、供用開始区域の皆様にはできるだけ早い接続をお願いいたします。なお、
必ず鏡野町が指定する排水設備指定工事店で工事の申請並びに工事を実施してください。

　下水道が整備され、使用開始日（供用開始日）より３年以内に接続工事を行われた以下の項目に該当
する方には､排水設備事業費補助金が交付されます。
●生活世帯であること(工場、アパート、事務所等は補助対象外) 

○補助金制度

　下水道は、道路や公園のように不特定多数の人が利用するものでなく、使用できる区域が限定されます。
そのため下水道が整備された区域では建設費の一部を「受益者負担金」として一度限り負担していただく
ものです。

令和２年３月31日に使用開始となった公共下水道処理区の薪森原の一部では、令和５年３月
30日で排水設備事業費補助金の交付期限が終了します。
また、受益者負担金（分担金）の額も増額となりますので、早めの接続をお願いします。

○受益者負担金(分担金)

※お支払いについては、隔月支払い（２ヶ月分をまとめてお支払い）になります。
※世帯員数について、増員の場合は、毎年５月に鏡野町で調査し増員としますので、届出の必要はありません。減員の場合
は、届けの翌月から減員としますので届けをお願いします。（世帯員の方が亡くなられた場合は、鏡野町で把握できます
ので届出の必要はありません。）

※下水道整備全体計画区域外の地区では合併処理浄化槽の設置を推進しています。令和４年度合併処理浄化槽の補助金
の申請を受け付けています。

○下水道の使用料（月額 消費税込み）

生活世帯
（一般家庭） 1，650円 660円

事業所
（工場など） 1，650円 187円

基本料金 世帯員数割
（1人当たり）

水道量
（10m3まで）

超過料金
（1m3当たり）

下水道水洗化についてのお知らせ

9月10日は下水道の日です。
令和５年
１月31日㈫
〆切り

ご応募はこちらから
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